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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成26年６月20日に提出いたしました第88期（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）有価証券報告書の

記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

　第５　経理の状況

　　　１　連結財務諸表等

　　　　（1) 連結財務諸表

　　　　　　 注記事項

              (連結株主資本等変動計算書関係)

　　　　　　　 (有価証券関係)

     ２　財務諸表等

　　　  (1) 財務諸表

   　　　　 注記事項

　　　　　　  (有価証券関係)
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３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

第一部 【企業情報】

 
第５ 【経理の状況】

　

　１ 【連結財務諸表等】

　(1) 【連結財務諸表】

【注記事項】

(連結株主資本変動計算書関係)

　　(訂正前)

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

 
　　(省略)

 
３　配当に関する事項

(1) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成25年６月19日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 346 3.0 平成25年３月31日 平成25年６月20日
 

 
当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

 
　　(省略)

 
３　配当に関する事項

(1) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成26年６月20日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 346 3.0 平成26年３月31日 平成26年６月23日
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　　(訂正後)

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

 
　　(省略)

 
３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成24年６月20日
定時株主総会

普通株式 309 2.5 平成24年３月31日 平成24年６月21日
 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成25年６月19日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 346 3.0 平成25年３月31日 平成25年６月20日
 

 
当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

 
　　(省略)

 
３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成25年６月19日
定時株主総会

普通株式 346 3.0 平成25年３月31日 平成25年６月20日
 

 

　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成26年６月20日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 346 3.0 平成26年３月31日 平成26年６月23日
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(有価証券関係)

　　(訂正前）

１．その他有価証券

前連結会計年度(平成25年３月31日)

 種類
連結貸借対照表
計上額(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1) 株式 3,830 2,663 1,167

(2) 債券    

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 3,830 2,663 1,167

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1) 株式 143 158 △15

(2) 債券    

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 2,000 2,000 ―

(3) その他 ― ― ―

小計 2,143 2,158 △15

合計 5,974 4,821 1,152
 

(注) 非上場株式及び投資事業有限責任組合への出資(連結貸借対照表計上額907百万円)は、市場価格がなく、かつ将

来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上

表の「その他有価証券」には含めておりません。

 
当連結会計年度(平成26年３月31日)

 種類
連結貸借対照表
計上額(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1) 株式 5,154 2,700 2,454

(2) 債券    

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 5,154 2,700 2,454

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1) 株式 111 119 △8

(2) 債券    

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 2,000 2,000 ―

(3) その他 ― ― ―

小計 2,111 2,119 △8

合計 7,266 4,820 2,445
 

(注) 非上場株式及び投資事業有限責任組合への出資(連結貸借対照表計上額948百万円)は、市場価格がなく、かつ将

来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上

表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

(省略)
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　　(訂正後）

１．その他有価証券

前連結会計年度(平成25年３月31日)

 種類
連結貸借対照表
計上額(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1) 株式 3,830 2,663 1,167

(2) 債券    

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 3,830 2,663 1,167

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1) 株式 143 158 △15

(2) 債券    

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 2,000 2,000 ―

(3) その他 ― ― ―

小計 2,143 2,158 △15

合計 5,974 4,821 1,152
 

(注) 非上場株式及び投資事業有限責任組合への出資(連結貸借対照表計上額874百万円)は、市場価格がなく、かつ将

来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上

表の「その他有価証券」には含めておりません。

 
当連結会計年度(平成26年３月31日)

 種類
連結貸借対照表
計上額(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1) 株式 5,154 2,700 2,454

(2) 債券    

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 5,154 2,700 2,454

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1) 株式 111 119 △8

(2) 債券    

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 2,000 2,000 ―

(3) その他 ― ― ―

小計 2,111 2,119 △8

合計 7,266 4,820 2,445
 

(注) 非上場株式及び投資事業有限責任組合への出資(連結貸借対照表計上額915百万円)は、市場価格がなく、かつ将

来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上

表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

(省略)
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２ 【財務諸表等】

　(1) 【財務諸表】

【注記事項】

(有価証券関係)

　　(訂正前)

記載なし

　　(訂正後)

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式10,416百万円、関連会社株式32百万

円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式6,391百万円、関連会社株式32百万円）は、市場価格がなく、時価

を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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